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独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「機構」という ）の平成１４年４月１日か。

ら平成１５年３月３１日までの事業年度における業務運営に関する計画は、以下のとおり

とする。

Ⅰ．業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

１．共同研究等外部機関との協力・連携の推進

(1) バイオテクノロジー分野において、試験研究機関、大学及び民間企業との共同研

究によって効率的な業務運営を行うとともに、生物遺伝資源に係る情報の高付加価

値化を図る。

(2) 独立行政法人産業技術総合研究所及び財団法人化学物質評価研究機構と共同し、

化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発プロジェクトとして、共同研究事

業を実施する。

(3) 事業者認定関係業務において、独立行政法人産業技術総合研究所、日本電気計器

検定所、財団法人日本品質保証機構等関連機関の専門家を外部審査員として機動的

に活用する。

(4) 標準物質関係業務において、独立行政法人産業技術総合研究所、財団法人化学物

質評価研究機構との役割分担の下に相互に連携して効率的な業務運営を行うととも

に、平成１５年度以降の業務分担について関係機関等と検討を行う。

(5) 製品安全関係業務において、財団法人製品安全協会、地方自治体の消費生活セン

ター等との協力・連携により迅速かつ効率的に事故情報の収集を行う。

(6) 標準化関係業務等において、独立行政法人産業技術総合研究所、大学等と適切な

役割分担の下に共同研究を行うとともに、同研究所の共同研究施設の活用をするこ

と等により、効率的な業務運営を行う。

(7) 情報技術 ＩＴ セキュリティ関係業務において ＩＴ製品のセキュリティ評価・（ ） 、

認証のための調査及びＳＴ 確認のための調査について情報処理振興事業協会を積極注

的に活用する。

注：セキュリティ設計仕様のこと。( ＳＴ：Security Target )

２．情報化の推進

(1)間接事務の軽減化を図るため、財務会計システムと人事・給与システムとの連携す

る機能を開発するとともに、給与システムについて日額支払機能及び給与特別掛金

控除機能追加を行う。また、文書管理システムについて独法等情報公開法へ対応す

る外部への公開・検索システムを追加する。

(2)行政事務及び技術的業務の積極的、機動的かつ効率的な遂行を目的に、経済省と接

続中の「METI PC-LANシステム」及び機構独自で導入した「NITEnetシステム」を統

合したシステムとして、新たに「NITE-LANシステム」を導入する。

(3)事故情報関係の既存の光ファイリングシステム及びサーバ等を、年度内に構築され

、 。るＮＩＴＥ－ＬＡＮに接続するために必要な技術的な検討を行い 接続に着手する
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３．意思決定手続きの簡素化

昨年度に決定、実施した各業務部門の長への権限委譲による責任の明確化と意思決

定の簡素化による事務処理体制の実施状況を把握するとともに、組織における定着

状況に応じ適宜見直しを行う。

４．機動的内部組織の構築と人員配置の適正化

１３年１２月末に策定した機構の「業務展開の基本方向」に基づき、業務遂行に最

適な内部組織を構築するとともに、業務量に応じた人員配置を図る。
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Ⅱ．国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達成するため

に取るべき措置

Ａ.バイオテクノロジー分野

１．生物遺伝資源に係る情報等の提供業務

(1)生物遺伝資源を保存するため、引続き、大学、民間企業等への微生物の収集委託等

により約１万５千株の微生物の収集保存を行うほか、ゲノム解析によって作成され

る微生物由来のＤＮＡクローンの保存を行う。

さらに、平成１４年度から新たに研究機関、大学等から微生物等の生物遺伝資源及

び国家プロジェクトで得られた生物遺伝資源の寄託の受付を開始する。

また、自ら微生物の探索・分離・同定を行うとともに、培養ブロスの作成にも着手

する。

上記のほか、脱硫菌、炭化水素産生菌について、それぞれの生物遺伝資源に適切な

高度保存・提供技術の確立に向け着手する。

(2)(1)の生物遺伝資源の収集に関する活動を国際的に展開していくために海外の情報

を収集、整理するとともに、新たな国内外の関係機関との恒常的な関係を構築し、

生物遺伝資源に関する情報等の収集や交換等を行う。

(3)生物遺伝資源及び情報を提供するため開発した生物遺伝資源管理システムの基本シ

ステムによって、情報のデータベース化、インターネットによる情報提供を行うと

ともに、引続き生物遺伝資源管理システムの機能拡充を行う。

新たに、生物遺伝資源の安全性に係る情報の収集・整理に着手する。

また、収集した生物遺伝資源の分譲業務を開始する。

２．生物遺伝資源に係る情報の高付加価値化業務

(1)生物遺伝資源に関する情報の高付加価値化を図るため、１３年度にドラフトシーケ

Aspergillus oryzae Brevンスを終了した糸状菌（ （３７Mbp 、ブレビバチルス属（） ）

）（ ． ）、 （ ）ibacillus brevis Staphylococcus haemolyticus６ ４Mbp 表皮ブドウ球菌

（２．７Mbp）について、共同研究の形態により引き続き塩基配列の決定、遺伝子領

域の推定等のゲノム解析を実施する（糸状菌は平成１７年度中、表皮ブドウ球菌は

平成１５年度中、ブレビバチルス属は１６年度中の解析終了を目途 。）

、 （ ）（ ）また １４年度から磁性細菌 RS-1 推定３～４MbpDesulfovibrio magneticus

のゲノム解析に着手する。

遺伝子の発現やタンパク質に関する情報を付加させることによる価値の高い情報提

供のための準備を行う。

上記のほか 「生物機能を活用した生産プロセスの基盤技術開発」プロジェクトを、

推進するために必要な評価研究を実施する。

(2) ゲノム解析により取得した遺伝子に関する情報をデータベース化し機構のホーム

ページで公開するほか、インターネットの活用や雑誌、学会等への発表などにより
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情報を提供する。このうちデータベースについては、１３年度に解析を実施した放

線菌（ ）について機構のホームページ及びＤＤＢＪによStreptomyces avermitilis

りデータ公開を行う また １３年度に機構のホームページによりデータ公開を行っ。 、

たコリネ菌（ ）について、ＤＤＢＪによるデータ公開をCorynebacterium efficiens

行う。

(3)東北支所（宮城県仙台市）においては、平成１３年度に構築した外部公開用データ

ベースのバックアップシステムに加え、ゲノム解析データのバックアップシステム

の構築に着手する。

３．遺伝子解析ツールの開発業務

巨大ゲノムの塩基配列確定において困難を極める編集結合作業（アセンブル）の負

荷を軽減する遺伝子解析ツールを開発し、例えば１３年度にドラフトシーケンスを

終了した麹菌などの塩基配列確定に活用する。
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Ｂ．化学物質管理分野

１．化学物質総合管理情報の整備提供関係業務

(1)財団法人化学物質評価研究機構等の関係機関の協力を得て収集又は試験により補完

した、化学物質の毒性試験データ、分解度試験データ、蓄積性試験データ等の各種

ハザードデータの評価、整理を行い、新たに約３００件のデータを入力するととも

に 現在入力済みのデータについても最新情報を基に随時更新を行い インターネッ、 、

ト等により広く提供を行う。

また、ハザードデータベースの対象とする約５０００物質のリストを作成し、既に

知られているハザードデータの再整理を行う。

(2) 化学物質のハザードデータ、暴露評価データ、リスク評価データ等の基盤情報と

暴露評価手法、リスク評価手法等各種評価手法に係る情報を統合したシステムの設

計等を行う。

また、リスク管理の必要性が高く、市場において多量に生産や消費等がされている

化学物質について、その分解性等のハザードデータを構造活性相関手法により予測

するソフトウエアについて、試験データを用いて検証を行う。

化学物質の物理化学性状データ等の、物質情報等を収集し、化学物質の暴露評価を

行うほか、化学物質のリスク評価・管理指針の骨子を作成する。

化学物質リスクコミュニケーション 情報についても調査・検討を行う。注

リスク評価データ蓄積のため、学識経験者、関係業界等が参画するリスク評価管理

研究会において、社会的に問題となっている化学物質について検討を行う。

注：化学物質リスクコミュニケーションとは、化学物質などによる環境汚染が、人の健康や生態系へ好ましくな

い影響を与えるおそれ 環境リスク について 企業 と 行政 と 住民 が情報を共有し コミュニケー「 」 「 」 「 」 「 」 、

ションを行いながら化学物質のリスクに関する理解を向上し、お互いの信頼関係を構築すること。

(3)化学物質管理の専門家として、 ＯＥＣＤの化学品合同会合等に出席し、国際的整

合性を図るためのルール作り等に参加する。

(4) 化学物質ハザードデータベースの周知・活用を推進するため、ユーザーのニーズ

等を踏まえ、既存のパンフレットの見直しを行うほか、自治体等からの要望に応じ

て講師を派遣する化学物質管理に関する説明会、講演会等において紹介する等普及

広報活動を積極的に実施する。

２．化学物質審査規制法関連業務

(1) 化学物質審査規制法により届出された新規化学物質のデータベースを維持・管理

するとともに、必要に応じてシステムの改良、データの追加等の環境整備を行う。

また、届出のあった新規化学物質の審査に必要な各種調査等を行い、関連資料等の

作成、整理、提供を行う。

さらに、指定化学物質のうち環境中に排出される可能性の大きいものについて数理

モデルプログラムによる環境濃度予測を実施する。

既存化学物質名簿等の国際整合性を図るため、国際ルールに従った名称（和名、英
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名）及び米国化学会が附与している番号を附与し、順次公表する。

製造産業局長が実施するＧＬＰ適合試験施設に関する基準適合確認について職員の

現地査察への参加等の協力を行う。

化学物質審査規制法の適正な運用担保のため政令指定製品の試買検査等を実施す

る。

化学物質生産輸入実態調査の支援を行う。

(2) 国における化学物質の審査・規制に係る国内体制等を支援するために必要な国内

外の情報の収集、整理等を行うため、ＯＥＣＤ新規化学物質関係会合等に参加し、

新規化学物質の審査等の国際整合性を図るための情報収集等を行う。

３．化学物質管理促進法関連業務

(1) 化学物質排出把握管理促進法における電子計算機システムの運用、維持・管理を

行うとともに、届け出られたデータについてはデータの確認及び必要な電子化等を

行いファイル記録システムに入力する。

さらに、届出データを集計し、別途提供される裾切り推計及び非点源推計結果を併

せ公表用データ等を作成する。届出データの集計が終了するまでに公表用システム

の開発を完了する。

インターネットによる届出への対応等のために企業台帳管理システム及び電子届出

システムの改良を行う。

また、化学物質排出把握管理促進法に基づき導入されたＭＳＤＳ制度 の適正な運注

用に資するため実態調査等を行う。

注：指定物質及びそれを含有する製品（指定化学物質等）を他の事業者に譲渡、提供する際に、その指定化学物

質等の性状及び取扱いに関する情報（ＭＳＤＳ：Material Safety Data Sheet）の提供を義務づける制度。

(2) 排出量算出マニュアル等についての事業者等からの照会への対応、自治体等が開

催する説明会への講師の派遣等化学物質排出把握管理促進法に係る普及啓発を行う

とともに、化学物質総合管理システムによる関連情報提供等により事業者の自主管

理の支援を行う。

(3) 国における化学物質管理に係る国内制度の企画立案を支援するために必要な国内

外の情報の収集、整理等を行うため、ＯＥＣＤにおけるＰＲＴＲ排出量算出技術タ

スクフォースに参加し排出量算出方法等の国際整合性を図るための情報収集等を行

う。

４．化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律関係業務

(1) 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（以下「化学兵器禁止法」と

いう ）第３０条第５項に基づく国際機関による検査等の立会い業務（オンサイト分。

析を含む）については、同条第６項に基づく経済産業大臣の指示に従って適確に実

施し、その結果を速やかに経済産業大臣に報告する。

(2) 化学兵器禁止法第３３条第４項に基づく立入検査等については、同条第５項に基

づく経済産業大臣の指示に従って適確に実施し、その結果を速やかに経済産業大臣
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に報告する。

(3) 上記の立会い業務及び立入検査等業務を適確に実施するため、以下の措置を講ず

る。

①化学兵器禁止法に規定された特定物質、指定物質及びこれらの関連物質の分析能力

の向上を行うため、化学兵器関連物質の分析経験のある国内の分析機関と合同で分

析実験を行うとともに、立会い現場における分析対応を確実にするために必要に応

じて立会対象事業者等の現場における模擬分析を実施する。

②国際機関による検査等の対象事業所のうち、約１０事業所に対し実態調査を行う。

、 、③国際合意形成への貢献と分析方法の整合性確保のため ＯＰＣＷにおける分析方法

査察に必要な装備等に関する会合、ＯＰＣＷ等が実施する研修に参加する。
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Ｃ.適合性評価分野

１．工業標準化法に基づく試験事業者認定関係業務（ＪＮＬＡ）

(1) 試験事業者の認定を迅速かつ効率的に実施するため、評定委員会を適時開催する

とともに、試験事業者の認定申請を一層容易にするため、共通分野に係る不確かさガ

イダンス文書を適宜更新し、公表する。

また、認定制度実施に係る説明会を開催し、申請者の利便性及び認定処理の効率化

を図る。

(2) 審査資格を有する職員の増強を図るため、資格取得に係る講習会、教育訓練等を

他の認定プログラムと共同で少なくとも年２回実施する。

(3) 工業標準化法の遵守状況を確認するため同法に基づく立入検査を実施する。

ＡＰＬＡＣ（アジア太平洋試験所認定協力機構）及びＩＬＡＣ（国際試験所認定協

力機構)の相互承認（ＭＲＡ）の条件を維持するため、相互承認を要望する全ての認

定事業者に対してＪＩＳ Ｑ １７０２５を用いてサーベイランス を実施し、評価注１

する。

また、サーベイランス実施等現地において技能試験が可能なものを除き、全ての分

野 の技能試験を実施する。技能試験の実施に際し、韓国産業資源部、ＡＰＬＡＣ等注２

から要請があった場合には、国外の試験事業者の参加を含め技能試験を実施する。

さらに、外部実施の技能試験の利用等について検討を行う。

注１：認定後、４年ごとに実施する全要求事項についての検査及びその間に実施する部分的な検査をさす。

注２：金属分野、繊維製品分野、給水関連器具分野、化学品分野、電気製品分野、建築材料分野、生活用品分野

の７分野。

(4)ＩＬＡＣについては、総会に参加するとともに、認定政策委員会、ＭＲＡ評議会、

技術問題事項委員会の各委員会に委員として参加する。

また、ＡＰＬＡＣについては、総会に参加するとともに、理事会、ＭＲＡ理事会、

技術委員会等の委員会に委員として参加する。

さらに、ＡＰＬＡＣ及びＩＬＡＣのＭＲＡ評価が実施される場合には、職員をＭＲ

Ａ評価員として派遣する。

(5) 我が国の認定機関間の連絡会を開催し、内外の認定機関情報の共有、評価技術の

向上、国際貢献のための相互支援を図る。

２．計量法に基づく校正事業者認定関係業務（ＪＣＳＳ）

(1) 校正事業者の認定を迅速に実施するため、評定委員会を適時開催するとともに、

校正事業者の認定申請を一層容易にするため、昨年度に引き続き長さや電気等に係

る測定機器毎の不確かさガイダンス文書を作成し、公表する。

また、新たに硬さの測定機器毎の不確かさガイダンス文書を作成し、公表する。

さらに、認定制度実施に係る説明会を開催し、申請者の利便性及び認定処理の効率

化を図る。

(2) 審査資格を有する職員の増強を図るため、資格取得に係る講習会、教育訓練等を
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他の認定プログラムと共同で少なくとも年２回実施する （再掲）。

(3) 計量法の遵守状況を確認するため同法に基づく立入検査を実施する。

ＡＰＬＡＣ（アジア太平洋試験所認定協力機構）及びＩＬＡＣ（国際試験所認定協

力機構)の相互承認（ＭＲＡ）の条件を維持するため、相互承認を要望する全ての認

定事業者に対してＪＩＳ Ｑ１７０２５を用いてサーベイランスを実施し、評価す

る。

また、必要に応じて持ち回り比較等による技能試験を実施する。

さらに、韓国産業資源部からの協力要請に基づき、同国産業資源部技術標準院との

技能試験技術協力に係る協議を実施する。

(4) ＩＬＡＣについては、総会に参加するとともに、ＭＲＡ評議会、技術問題事項委

員会の各委員会に委員として参加する。

また、ＡＰＬＡＣについては、総会に参加するとともに、ＭＲＡ評議会、技術委員

会の各委員会に委員として参加する。

さらに、ＡＰＬＡＣ及びＩＬＡＣのＭＲＡ評価が実施される場合には、ＭＲＡ評価

員を派遣する。

(5) 我が国の認定機関間の連絡会を開催し、内外の認定機関情報の共有、評価技術の

向上、国際貢献のための相互支援を図る （再掲）。

３．ダイオキシン類等極微量分析証明事業者等認定関係業務

(1) ＪＣＳＳ及びＪＮＬＡの認定手法を参考に策定したＭＬＡＰ認定システムに基づ

き、特定計量証明事業を行う者（特定計量証明事業者）の認定を円滑に実施する。

(2) 証明事業者の認定申請を一層容易にするため、審査基準の解説等の文書を作成す

るとともに既公表文書について適宜見直しを行う。

また、認定申請の手続等を広く周知するためホームページの充実を図るとともに、

、 。認定制度実施に係る説明会を開催し 申請者の利便性及び認定処理の効率化を図る

(3) 品質システムの審査にＪＮＬＡ及びＪＣＳＳの審査資格を有する職員を活用する

とともに、審査資格を有する職員の増強を図るため、資格取得に係る講習会、教育

訓練等を他の認定プログラムと共同で少なくとも年２回実施する。

(4) 計量法に基づく特定計量証明事業者に対する立入検査について経済産業大臣の指

示があった場合には、当該指示に従って検査してその結果を経済産業大臣に速やか

に報告する。

また、特定計量証明事業者の分析技術を確認するための技能試験を適切に実施する

ために独立行政法人産業技術総合研究所との連携を図り、技能試験手順書、指示書

等の文書を作成し技能試験実施の準備を行う。

さらに、必要に応じて特定計量証明事業者の品質システムの状況を確認するための

調査を行う。

４．標準物質関係業務

(1)既に機構が保有している標準物質を調製するための基準物質６４物質（無機３９物
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質、有機２５物質）のほか新たに告示されるものついて適切に保管するとともに、

有機基準物質について年１回長期保存安定性の確認を行う。

(2) 前年度に引き続き、保存安定性の確認において基準物質に経時変化が認められた

場合には、その都度基準物質を創製し値付けを行う。

(3) 計量法１３５条第２項に基づく経済産業大臣の公示により、機構が校正機関とさ

れた場合には、依頼に応じて当該標準物質の値付けを行う。

(4)標準物質総合情報システムの適切な運用管理を行うとともに、関係機関に３回以上

の調査を行って迅速な情報の更新及び公開を行う。

また、新たな情報の登録は、外部有識者を含む委員会の意見を踏まえて行う。

(5) ＣＯＭＡＲ の運営の国内事務局として、登録基準に適合した国内標準物質を中央注

事務局に申請するとともに、国際標準物質情報を広く提供する。

また、ＣＯＭＡＲ運営会議に運営委員として参画し、国内の意見を運営に反映させ

る。

注：COMARとは、標準物質を登録した「国際的なデータベース」をいう。

５．製品安全４法 等法律で規定された適合性評価機関の認定関係業務注

(1) 製品安全４法等に基づく検査機関認定（承認）等のための調査は、適合性検査の

業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するかを調

査してその結果を速やかに経済産業大臣に報告する。

(2) 製品安全４法に基づく認定（承認）検査機関等に対する立入検査は、経済産業大

臣からの指示があった場合には、検査機関等の業務の状況等を検査してその結果を

経済産業大臣に速やかに報告する。

また、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に係る法律に基

づく認定適合性評価機関及び指定調査機関に対する立入検査は、経済産業大臣から

の指示があった場合には、評価機関等の業務の状況等を検査してその結果を経済産

業大臣に速やかに報告する。

注：製品安全４法は、消費生活用製品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、ガス

事業法、電気用品安全法を言う （以下同じ）。

６．工業標準化法（ＪＮＬＡを除く 、家庭用品品質表示法及び計量法（ＪＣＳＳを除。）

く ）に基づく立入検査関係業務。

(1) 工業標準化法に基づく認定製造(加工)業者、指定(承認)認定機関及び指定(承認)

検査機関に対する立入検査は、同法第６９条の４第３項に基づく経済産業大臣の指

示に従って製造業者等の品質管理、技術的生産条件等及び認定機関等の業務の状況

等を検査してその結果を経済産業大臣に速やかに報告する。

(2) 家庭用品品質表示法に基づく立入検査は、同法第１９条第４項に基づく経済産業

大臣の指示に従って同法の遵守状況を検査してその結果を経済産業大臣に速やかに

報告する。
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(3) 計量法に基づく届出製造事業者等に対する立入検査は、同法１６８条の６第２項

に基づく経済産業大臣からの指示に従って工場等を検査してその結果を経済産業大

臣に速やかに報告する。

７．国際提携関係業務

オーストラリア政府との口上書に基づく同国向け自動車及びその部品製造事業者

に対する生産適合検査（ＣＯＰ）及びその試験施設検査（ＴＦＩ）は、オーストラ

リア自動車設計基準（ＡＤＲ）に照らして計画的に実施しその結果をオーストラリ

ア政府に報告する。
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Ｄ.人間生活福祉分野

１．人間特性計測関係業務

(1)基本動態計測手法については、委員会形式により、外部有識者の意見を踏まえて、

上肢、下肢に関わる動作等からニーズの多い特性として１４年度に２テーマを選定

し、開発を進める。

開発にあたっては、計測手法ごとに各世代の生活者の検証データを取り、適用範囲

の広い計測手法となるように配慮する。また、手法が確立したものについては、イ

ンターネット等により広く公開する。

(2) 基本動態特性に係る簡易計測手法を用い、平成１３年度に引き続き、高齢者等の

基本動態特性１８項目及び基本身体寸法１４項目についてデータを収集する。デー

タの収集に際して、１４年度は年齢に考慮した各世代の必要なデータを、全国４カ

所の都市で各世代の生活者を対象として取得する。

また、高齢者に配慮すべき特性情報をインターネット等により広く公開する。

２．福祉用具評価関係業務

(1)福祉用具等の評価手法の開発の継続を予定していたテーマ「床ずれ予防用品の体圧

分散性能評価」については、本年度中に評価手法を開発する。

、 、 。(2)また １３年度に着手した以下の４テーマについては 評価手法の開発を継続する

・立ち上がり補助いすの工学的安全性評価（１３年度テーマ名：昇降いすの工学的

安全性評価）

・立ち上がり補助いすの立ち上がり易さの評価（１３年度テーマ名：昇降いすの立

ち上がり易さの評価）

・段差解消用スロープの工学的安全性評価

・報知光の視認性評価

(3)さらに、２つ以上のテーマについて外部有識者で構成する福祉用具・共用品評価検

討委員会の意見を踏まえて評価手法の開発に着手する。

３．製品安全関係業務

(1) 事故情報については、財団法人製品安全協会、地方自治体の消費生活センター等

関係機関との協力・連携により、約１，０００件の情報を迅速かつ積極的に収集す

る。

、 、(2) 収集した製品事故情報のうち 事故の再発・未然防止のため必要な案件について

事故原因究明テストを実施する。

また、事故情報の動向を調査し、早急に原因究明手法等が必要な事例を選定し、原

因究明手法の開発等を行うことによって原因究明の精度向上を図る。

(3) 収集した事故情報に対して、外部有識者、専門技術者の意見を踏まえた事故発生

原因の技術解析を行うため、事故原因技術解析ワーキンググループ及び事故動向等

解析専門委員会を年４回開催する。
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(4) 技術解析を行った事故情報は、インターネットを通じて公表するほか、年度報告

書を作成し関係者に提供する。

(5)市場モニタリングテストは、企業、消費者等からの事故情報又は苦情情報の動向等

から安全性又は品質性能に問題があると認められる製品を試買して行うほか、行政

ニーズを踏まえ消費者保護関連法令の遵守状況の把握等のために適切かつ迅速に実

施する。

これらのテスト関連情報は、その目的に沿って消費者ニーズ及び行政ニーズに基づ

き、原則公開する。

(6) 製品安全４法に基づく製造事業者等への立入検査は、経済産業大臣の指示に従っ

て製造工程、品質管理状況等を検査してその結果を経済産業大臣に速やかに報告す

る。

(7) 天災その他の事由により認定（承認）検査機関が製品安全４法に定める適合性検

査を実施できなくなった場合において、経済産業大臣の指示に基づき機構が当該検

査を適確に実施できるよう既存技術を維持する。

４．鉱山保安法に基づく検定関係業務

、 、鉱山で使用する機械 器具等坑内用品に係る検定を鉱山坑内用品検定規則に従い

迅速かつ効率的に実施する。

５．講習関係業務

(1) 電気工事士法に基づく講習関係業務

電気工事士法に基づく定期講習を適確に実施する。

(2) 特定ガス消費機器の監督に関する法律に基づく講習関係業務

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づく資格講習、認定講習及び

再講習を適確に実施する。
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Ｅ．その他の業務

１．標準化関係業務

(1)標準化に向けた調査研究は、原則として筑波技術センターを活用することとし、以

下のテーマについて独立行政法人産業技術総合研究所、大学又は産業界等との共同研

究や協力連携により実施する。

・高分子材料の破壊挙動判別手法の標準化

・繊維製品中の染料によるアレルギー性接触皮膚炎の原因物質分析方法の標準化

・電波吸収材料の電波吸収特性の試験評価方法の標準化

・金属系材料の腐食・疲労試験法の標準化

・高周波領域の基準聴覚特性の標準化

・有効視野と視認性評価方法の標準化

・生体親和性インプラント材料のテクノロジーアセスメント技術の開発

・ホルムアルデヒド等測定方法の調査及び検討

(2) 昨年度までに実施した調査研究により得られた試験評価方法等の成果を基に、国

家標準（ＪＩＳ）案又は標準情報（ＴＲ）案を作成し、３件以上を提案する。

(3)これまで得られた専門的知見を基に国際標準化機構（ＩＳＯ）等の各種委員会に積

極的に参画し、国際標準化活動を推進する。

２．情報技術（ＩＴ）セキュリティ関係業務

(1) 国際基準・指針に整合するように構築されたＩＴセキュリティ評価プログラムを

運営するとともに適宜見直しを行い、必要に応じて品質システム文書を改訂する。

(2) ＩＴ製品のセキュリティ評価・認証及びＳＴ確認に際しては、必要に応じてＩＴ

セキュリティに関する外部専門家を機動的に活用するとともに、認証のための評価に

ついて情報処理振興事業協会を積極的に活用する。

(3) コモンクライテリアに係る認証機関の全ての関係者が参加する国際コモンクライ
注１ 注２テリア会議（ＩＣＣＣ） 、コモンクライテリア承認アレンジメント（ＣＣＲＡ）

に係る管理委員会及び関連会合に委員として参加し、平成１５年度にＣＣＲＡの供給

署名者として加盟するための情報収集等を行う。

注１：ＩＣＣＣ（国際コモンクライテリア会議）とは、ＣＣＲＡ（コモンクライテリア承認アレンジメント）に

加盟する認証機関が主催する議題をコモンクライテリアに限定した国際会議。

注２：ＣＣＲＡ（コモンクライテリア承認アレンジメント）とは、１９９８年１０月、米英仏独加によって合意

された相互承認アレンジメントであり、国際基準に基づいてセキュリティ評価されたＩＴ製品の評価結果

を認証し、貿易上の障害の排除を図るもの。

３．依頼試験評価業務

(1) 容量分析用標準物質の依頼検査

依頼に応じて日本工業規格（ＪＩＳ Ｋ ８００５）に規定する容量分析用標準物

質の検査を実施する。また、検査に必要な基準物質については、精密電量滴定等によ
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り純度の再設定のための試験を実施し、基準物質の値付けを行う。

注：ＪＩＳ Ｋ ８００５において容量分析用標準物質の検査は、機構が保有する基準物質を用いて行うことと

されている。

(2) 登山用ロープの依頼試験

依頼に応じて消費生活用製品安全法に規定する適合性検査に係る登山用ロープの試

験を実施する。

注：登山用ロープは、消費生活用製品安全法の特定製品として販売するに際し事業者による基準適合が義務づけ

られているが、民間において基準適合を確認するための試験設備がないため、機構が民間からの依頼試験と

して実施するもの。
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Ｆ．その他業務運営に関する計画

１．独立行政法人産業技術総合研究所との共同事業

標準化関係業務等に関して筑波技術センターにおいて独立行政法人産業技術総合研

究所との共同研究・共同事業を行う。

２．試験等の評価結果の信頼性確保

人間生活福祉分野における試験業務について、前年度に策定した整備スケジュール

に従って、選定した対象業務ごとにＪＩＳ Ｑ １７０２５への適合を図る作業を逐

次進行させる。

３．人材育成の推進

職員の技術能力の向上のため、適合性評価分野等に係る内部教育訓練を積極的に実

施するほか、管理職、中堅係員等を対象とした階層別研修を行う。

また昨年度より創設、実施している海外留学制度を活用し、職員に専門的かつ高い

学術的な知識を習得させる。

さらに、職員の専門的技術の取得・向上のため、国際機関や外部専門機関の行う研

修に積極的に参加するとともに、独立行政法人産業技術総合研究所、大学等の試験研

究機関への職員派遣を行う。

４．情報セキュリテイの確保

機構が保有する情報資産のセキュリティの確保を推進するため、平成１３年度に引き

続き、情報システムの環境の整備及び運用・管理の充実、職員の教育訓練等必要な対策

を講ずる。
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Ⅲ．予算、収支計画及び資金計画

１．予算

平成１４年度予算

（単位：千円）

区 別 金 額

収入
運営費交付金 ７，７２０，４８４

施設費補助金 ２２，９９３

受託収入 ８２３，９１０

うち国からの受託収入 ５２３，９１０

うちその他からの受託収入 ３００，０００

講習関係収入 ４１１，４３６

その他収入 ７０，７５３

計 ９，０４９，５７６

支出
業務経費 ２，９０５，６６５

施設整備費 ２２，９９３

受託経費 ８２３，９１０

講習関係経費 ６６０，３３１

一般管理費 ４，８８５，５７２

計 ９，２９８，４７１

翌年度への繰越金 ▲ ２４８，８９５
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２．収支計画

平成１４年度収支計画

（単位：千円）

区 別 金 額

１０，０４５，６９１費用の部
経常費用 １０，０４５，６９１

業務経費 ２，４１５，９６４

受託経費 ８２３，９１０

講習関係経費 ６６０，３３１

一般管理費 ４，８８５，５７２

減価償却費 １，２５９，９１４

財務費用（利息） ０

臨時損失 ０

９，７９６，７９６収益の部
運営費交付金収益 ７，２３０，７８３

受託収入 ８２３，９１０

講習関係収入 ４１１，４３６

手数料収入 ７０，７５３

資産見返負債戻入 １，２５９，９１４

寄附金収益 ０

臨時利益 ０

純利益 ▲ ２４８，８９５

目的積立金取崩額 ０

総利益 ▲ ２４８，８９５
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３．資金計画

平成１４年度資金計画

（単位：千円）

区 別 金 額

９，０４９，５７６資金支出
業務活動による支出 ８，７８５，７７７

投資活動による支出 ５１２，６９４

財務活動による支出 ０

翌年度への繰越金 ▲ ２４８，８９５

９，０４９，５７６資金収入
業務活動による収入 ９，０２６，５８３

運営費交付金による収入 ７，７２０，４８４

受託収入 ８２３，９１０

講習関係収入 ４１１，４３６

その他の収入 ７０，７５３

投資活動による収入 ２２，９９３

施設費による収入 ２２，９９３

その他の収入 ０

財務活動による収入 ０

前年度よりの繰越金 ０


